
付 議 第 １ 号

高知県教育委員会に係る高知県情報通信技術を活用した行政の推進に

関する条例の施行に関する規則議案

高知県教育委員会に係る高知県情報通信技術を活用した行政の推進に関する

条例の施行に関する規則を別紙のとおり制定することについて、議決を求めま

す。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(３)規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。
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高 知 県 教 育 委 員 会 に 係 る 高 知 県 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の

推 進 に 関 す る 条 例 の 施 行 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

年 月 日

高 知 県 教 育 長 伊 藤 博 明

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

高 知 県 教 育 委 員 会 に 係 る 高 知 県 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た

行 政 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 施 行 に 関 す る 規 則

高 知 県 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成

16年 高 知 県 条 例 第 65号 ） に 規 定 す る 高 知 県 教 育 委 員 会 が 所 管 す る

手 続 等 を 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 技 術

を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う 場 合 に お け る 同 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 に つ い て は 、 高 知 県 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 に

関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 令 和 ３ 年 高 知 県 規 則 第 号 ） の 規 定 の 例 に

よ る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 高 知 県 教 育 委 員 会 に 係 る 高 知 県 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し

た 行 政 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 施 行 に 関 す る 規 則

別 紙
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高
知

県
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

条
例

の
改

正
（

改
正

後
条

例
名

：
高

知
県

情
報

通
信

技
術

を活
用

した
行

政
の

推
進

に
関

す
る

条
例

）

【背
景

】 
　・

　国
は

、あ
らゆ

る
活

動
に

お
い

て
情

報
通

信
技

術
の

便
益

を
享

受
で

き
る

社
会

の
実

現
に

向
け

て
、行

政
の

デ
ジ

タル
化

を推
進

す
る

た
め

、令
和

元
年

５
月

に
「行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

（
通

称
：

行
政

手
続

オ
ン

ライ
ン化

法
）

」を
「情

報
通

信
技

術
を

活
用

した
行

政
の

推
進

等
に

関
す

る
法

律
（

通
称

：
デ

ジ
タル

行
政

推
進

法
）

」に
改

正
（

名
称

も
変

更
）

した
。

　・
　こ

の
改

正
に

お
い

て
、地

方
自

治
体

の
努

力
義

務
とし

て
、条

例
・規

則
等

に
基

づ
く手

続
に

お
け

る
情

報
通

信
技

術
の

活
用

が
引

き
続

き規
定

され
、更

に
、情

報
通

信
技

術
の

利
用

の
た

め
の

能
力

等
に

お
け

る
格

差
の

是
正

（
デ

ジ
タル

デ
バ

イド
対

策
）

が
新

た
に

規
定

され
た

こと
か

ら、
法

と同
趣

旨
の

条
例

改
正

を行
お

うと
す

る
も

の
で

あ
る

。

【条
例

改
正

の
概

要
】 

　・
　県

民
の

利
便

性
の

向
上

と行
政

運
営

の
簡

素
化

・効
率

化
を図

る
た

め
「デ

ジ
タル

化
推

進
計

画
」を

策
定

し、
条

例
・規

則
等

に
基

づ
く行

政
手

続
の

原
則

オ
ン

ライ
ン

化
を推

進
。 

　・
　今

般
、法

改
正

も
踏

まえ
オ

ン
ライ

ン
化

で
処

理
で

き
る

手
続

の
拡

大
に

向
け

た
電

子
情

報
処

理
組

織
を

活
用

し
た

申
請

等
（

以
下

、「
電

子
申

請
」と

い
う。

）
の

電
子

的
な

処
理

に
必

要
な

事
項

を定
め

る
とと

も
に

、デ
ジ

タ
ル

技
術

に
不

慣
れ

な
高

齢
者

等
へ

の
支

援
とし

て
の

デ
ジ

タ
ル

デ
バ

イ
ド

対
策

を明
文

化
す

る
よ

う条
例

を改
正

。
　・

　名
称

に
つ

い
て

も
、法

律
改

正
に

合
わ

せ
「高

知
県

情
報

通
信

技
術

を
活

用
した

行
政

の
推

進
に

関
す

る
条

例
」に

改
正

。 

【主
な

改
正

内
容

】

【主
な

条
文

改
正

】

【施
行

日
】

　・
　規

則
で

定
め

る
日

①
電

子
申

請
時

に
お

け
る

手
数

料
の

電
子

納
付

 　
・　

証
紙

等
で

の
収

納
が

規
定

され
て

い
る

場
合

で
も

、
電

子
情

報
処

理
組

織
の

利
用

に
よ

る
電

子
納

付
を

可
とす

る
た

め
、第

５
条

第
５

項
を追

加
　　

　※
法

律
と同

様
の

規
定

①
　手

数
料

の
電

子
納

付
②

　書
類

添
付

の
省

略
③

　デ
ジ

タ
ル

デ
バ

イ
ド対

策
【 現 行 】

○
証

紙
、現

金
等

で
納

入
○

各
条

例
・規

則
等

に
お

い
て

、証
紙

等
の

納
付

が
規

定
○

各
条

例
・規

則
等

に
お

い
て

、住
民

票
や

印
鑑

証
明

書
等

の
添

付
が

規
定

※
特

に
規

定
な

し

【 改 正 後 】

○
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
を利

用
す

る
場

合
に

、手
数

料
の

支
払

を
オ

ン
ラ

イ
ン

で
完

結
！

○
代

替
手

段
に

よ
る

必
要

事
項

の
入

手
（

ﾏｲ
ﾅﾝ

ﾊﾞ
ｰ

ｶｰ
ﾄﾞ

等
）

に
よ

り、
一

部
の

書
類

の
添

付
を

省
略

！
○

県
民

が
情

報
通

信
技

術
の

便
益

を
享

受
で

き
る

よ
う、

デ
ジ

タ
ル

デ
バ

イ
ド

対
策

を
推

進
！

書
類

添
付

省
略

！
ス

マ
ホ

教
室

を開
催

！

デ
ジ

タル
政

策
課

②
電

子
申

請
に

お
け

る
書

類
添

付
の

省
略

 
　・

　住
民

票
な

どの
書

面
の

添
付

が
規

定
され

て
い

る
場

合
で

も
、ﾏ

ｲﾅ
ﾝﾊ

ﾞｰ
ｶｰ

ﾄﾞ
等

に
よ

る
電

子
情

報
処

理
組

織
の

利
用

時
の

添
付

省
略

を
可

とす
る

た
め

、
第

10
条

を
追

加
　 

※
法

律
と同

様
の

規
定

③
デ

ジ
タル

デ
バ

イド
対

策
の

実
施

　　
・　

幅
広

く県
民

の
デ

ジ
タル

技
術

の
利

活
用

を
進

め
る

た
め

、デ
ジ

タル
技

術
に

不
慣

れ
な

高
齢

者
等

へ
の

支
援

を
明

確
化

す
る

た
め

、第
11

条
を追

加

利
用

者
に

求
め

る
情

報
省

略
で

き
る

添
付

書
類

マイ
ナ

ン
バ

ー
カー

ド
・住

民
表

の
写

し
・印

鑑
証

明
書

（
個

人
）

商
業

登
記

電
子

証
明

書
・商

業
登

記
事

項
証

明
書

・印
鑑

証
明

書
（

法
人

）

申
請
書

申
請

書
に

証
紙

を貼
り付

け
て

持
参

又
は

郵
送

クレ
ジ

ット
カー

ドで
納

付

参考資料１
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高知県教育委員会に係る高知県情報通信技術を活用した行政の推進

に関する条例の施行に関する規則議案について

１．これまでの経緯

○ 高知県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（以下「旧条例」という。）

制定【平成16年】

・県の機関等に係る申請、届出その他の手続等を、電子情報処理組織（電子メール

等）を使用することが可能に

○ 国において、行政のデジタル化を推進するために、「行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律（通称：行政手続オンライン化

法）」が改正され、法律の名称も「情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する法律（通称：デジタル行政推進法）」に改称【令和元年５月】

○ 県においても、法と同趣旨の条例改正【令和３年10月】

改正後：高知県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（以下「新条例」という。）

主な改正

・電子申請時における手数料の電子納付

・（マイナンバーカード等の利用により）電子申請における書類添付の省略

・デジタルデバイド対策の実施（デジタル技術に不慣れな高齢者等への支援）

２．規則の制定の必要性について

○ 当該条例において、電子情報処理組織を使用する方法等により各種行政

手続等を行う場合は規則において定めることとされているため、任命権者

ごとに条例施行規則を制定することが必要

○ 旧条例においても任命権者ごとに規則に委任されていたが、電子情報処

理組織を使用する方法による事務が想定されなかったため、県教委におい

ては制定していなかったところ、

・新条例において、電子納付等が可能となったことから、（すぐには想定されない

ものの）今後事例が出てくる可能性があること

・旧条例から可能であった電子申請等について、今般の押印見直しの動きに伴い、

今後、電子メールによる申請受領等が想定されること

・各種申請（高知県認定こども園条例施行規則に係る申請など）が県の電子申請シ

ステムで行えるよう調整が進められていること

⇒ こうしたことから、今回、条例改正に伴う知事部局の条例施行規則改

正のタイミングに合わせて、県教委においても規則を制定するもの

参考資料２
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条
例
・
規
則
対
照
表

条
例

高
知
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例

規
則

高
知
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則

（
目
的
）

（
趣
旨
等
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
つ
い
て
、
情
報

シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
た
め
の
能
力
又
は
利
用
の
機
会
に
お

け
る
格
差
の
是
正
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
手
続
等
を
行

う
た
め
に
必
要
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利

便
性
の
向
上
、
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
並
び
に
社
会
経
済
活
動
の
更
な
る

円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
生
活
の
向
上
及
び
県
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
高
知
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る

条
例
（
平
成
1
6
年
高
知
県
条
例
第
6
5
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
知
事
等
が
所
管
す
る
手
続
等
を
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
５
条
か
ら
第
８
条

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
法
令
又
は
他
の
条
例
等

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
知
事
等
が
所
管
す
る
手
続
等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
５
条
か
ら
第
８
条
ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

法
令
又
は
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
情
報
通
信
技
術

活
用
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
２
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
１
)
条
例
等

条
例
及
び
規
則
等
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第

1
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
規
則
、
同
法
第
1
3
8
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
規
則

そ
の
他
の
規
程
及
び
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
2
7
年
法
律
第
2
9
2
号
）
第
1
0
条
に

規
定
す
る
企
業
管
理
規
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

(
２
)
県
の
機
関
等

県
の
機
関
（
地
方
自
治
法
第
２
編
第
７
章
に
基
づ
い
て
設
置

さ
れ
る
高
知
県
の
執
行
機
関
、
高
知
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
4
1
年
高
知
県
条
例
第
4
8
号
）
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
公
営
企

業
局
、
高
知
県
警
察
本
部
（
警
察
署
を
含
む
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
置
か
れ
る

機
関
又
は
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員
で
あ
っ
て
法
令
（
法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命

令
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
条
例
等
に
よ
り
独
立
に

権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

(
１
)
知
事
等

知
事
若
し
く
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
機
関
又
は
こ
れ
ら
の
機
関
の
職

員
で
あ
っ
て
法
令
若
し
く
は
条
例
等
に
よ
り
独
立
に
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
認

め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
知
事
の
補
助
機
関
等
」
と
い
う
。
）

及
び
知
事
の
補
助
機
関
等
が
法
律
又
は
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
、
検
査
、
検

定
、
登
録
そ
の
他
の
行
政
上
の
事
務
に
つ
い
て
当
該
法
律
又
は
条
例
に
基
づ
き
そ

の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
者
を
指
定
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
指
定
を
受
け

た
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者
を
含
む
。
）
を
い

う
。

(
２
)
電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
2
年
法
律
第

1
0
2
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

(
３
)
電
子
証
明
書

申
請
等
を
行
う
者
又
は
知
事
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の

参考資料３
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じ
。
）
及
び
県
の
機
関
が
法
律
又
は
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
、
検
査
、
検

定
、
登
録
そ
の
他
の
行
政
上
の
事
務
に
つ
い
て
当
該
法
律
又
は
条
例
に
基
づ
き
そ

の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
者
を
指
定
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
指
定
を
受
け

た
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者
を
含
む
。
）
を
い

う
。

(
３
)
民
間
事
業
者

個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
事
業
を
行
う
も

の
（
議
会
及
び
県
の
機
関
等
、
国
の
機
関
並
び
に
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
及
び

そ
の
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。

(
４
)
書
面
等

書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の

他
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が

記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。

(
５
)
署
名
等

署
名
、
記
名
、
自
署
、
連
署
、
押
印
そ
の
他
氏
名
又
は
名
称
を
書

面
等
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

(
６
)
電
磁
的
記
録

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

(
７
)
申
請
等

申
請
、
届
出
そ
の
他
の
法
令
又
は
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
県
の

機
関
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
由
機
関

（
法
令
又
は
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
そ
の

機
関
又
は
民
間
事
業
者
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
申
請
等
に
お
け
る
当
該
県
以
外
の

地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
そ
の
機
関
又
は
民
間
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
等
を

す
る
者
か
ら
経
由
機
関
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
及
び
経
由
機
関
か
ら
他
の
経
由

機
関
又
は
当
該
申
請
等
を
受
け
る
県
の
機
関
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
ご
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
申
請
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
８
)
処
分
通
知
等

処
分
（
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行

為
を
い
う
。
）
の
通
知
そ
の
他
の
法
令
又
は
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
県
の
機
関

等
が
行
う
通
知
（
不
特
定
の
者
に
対
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
経
由
機
関
（
法
令
又
は
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
県
以
外
の
地

方
公
共
団
体
若
し
く
は
そ
の
機
関
又
は
民
間
事
業
者
を
経
由
し
て
行
う
処
分
通
知

等
に
お
け
る
当
該
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
そ
の
機
関
又
は
民
間
事
業

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
行
う
県
の
機
関
等
が
経
由
機
関
に
対
し
て

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。
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行
う
も
の
及
び
経
由
機
関
が
他
の
経
由
機
関
又
は
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者

に
対
し
て
行
う
も
の
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
処
分
通
知
等
と
み
な
し
て
、
こ
の

条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
９
)
縦
覧
等

法
令
又
は
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
県
の
機
関
等
が
書
面
等
又
は

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
縦
覧
又
は
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
を
い

う
。

(
1
0
)
作
成
等

法
令
又
は
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
県
の
機
関
等
が
書
面
等
又
は

電
磁
的
記
録
を
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と
を
い
う
。

(
1
1
)
手
続
等

申
請
等
、
処
分
通
知
等
、
縦
覧
等
又
は
作
成
等
を
い
う
。

（
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
計
画
）

第
３
条

知
事
は
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
手
続
等
に
係
る
県
の
機
関

等
の
情
報
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
情
報
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
整
備
を
総
合
的
か

つ
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、

県
の
機
関
等
並
び
に
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
機
関
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ

ム
の
共
用
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
計

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
知
事
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
計
画
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

（
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等
）

第
４
条

県
の
機
関
等
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
計
画
に
従
っ
て
情
報
シ
ス
テ
ム
を
整

備
す
る
も
の
と
す
る
。

２
県
の
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

３
県
の
機
関
等
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
当
た
っ
て

は
、
こ
れ
と
併
せ
て
、
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
手
続
等
及
び
こ

れ
に
関
連
す
る
県
の
機
関
等
の
事
務
の
簡
素
化
又
は
合
理
化
そ
の
他
の
見
直
し
を
行

う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
の
手
続
）

第
５
条

申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面

等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

第
３
条

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
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当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
等

で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出

力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ
の
手
続
等
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
次
条
第
１
項
の
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
１
)
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

項

(
２
)
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書

面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ

れ
ら
に
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）

２
前
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機

能
及
び
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

機
能
を
備
え
た
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
申
請

等
を
行
う
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い

て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
１
)
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
3
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電

子
証
明
書

(
２
)
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
８
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事

業
者
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

(
３
)
商
業
登
記
法
（
昭
和
3
8
年
法
律
第
1
2
5
号
）
第
1
2
条
の
２
第
１
項
及
び
第
３

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
同
条
第
５
項
の
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

(
４
)
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
定
め
る
電
子
証
明
書

４
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
用
い
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
申
請
等
を
行
う
者
は
、
事
前
に
入
手
し
た
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を

次
条
第
１
項
の
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
同
一
内
容
の
書
面
等
を
複
数
必
要
と
す
る
（
副
本
又
は
写

し
を
正
本
と
併
せ
必
要
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）
申
請
等
に
つ
い
て
、
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
複
数
の
書
面
等
の
う
ち
１
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
又
は
記
載
さ
れ
て
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い
る
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ
の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事

項
又
は
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
）

第
４
条

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
５
条
第
１
項
の
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理

組
織
は
、
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
（
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接

続
す
る
こ
と
が
で
き
、
正
常
に
通
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限

る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組

織
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た

申
請
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
に
関

す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ

た
申
請
等
は
、
当
該
申
請
等
を
受
け
る
県
の
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
県
の
機
関
等
に
到
達
し
た
も

の
と
み
な
す
。

４
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を

す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
5

年
法
律
第
2
7
号
）
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
1
0
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
そ
の
他
の
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ

っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第
５
条

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
５
条
第
４
項
の
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す

る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
申
請
等
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を

行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
第
３
条
第
３
項
各
号
に
掲
げ

る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
請
等
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
措
置
と
す
る
。

５
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
高
知
県
収

入
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
を
も
っ
て
す
る
こ
と
そ
の
他
の
手
数
料
の
納
付
の
方
法

が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
手
数
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
通
信
技
術
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
６
条

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
５
条
第
５
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

は
、
第
３
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ

た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。

６
申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場

合
、
申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不

適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
等
）
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あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
の
う
ち
に
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部

分
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
場
合
に
は
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
申
請
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
項
中
「
行
わ
れ
た
申
請
等
」
と
あ
る
の
は
、

「
行
わ
れ
た
申
請
等
（
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

第
７
条

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
５
条
第
６
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

(
１
)
申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ

る
と
知
事
等
が
認
め
る
場
合

(
２
)
申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

が
あ
る
と
知
事
等
が
認
め
る
場
合

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
等
の
う
ち
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部
分
の
提

出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を
行
っ
た
日
か
ら
１

週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

第
６
条

処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お

い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
規
則
等
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
規
則
等
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場

合
に
限
る
。

第
４
条

略

２
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
６
条
第
１
項
の
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織

は
、
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
の
手
続
等
）

第
８
条

知
事
等
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処

分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と

す
る
。

２
知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
当
該
処
分

通
知
等
が
電
子
署
名
を
要
す
る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て

の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
当
該
情
報
と

併
せ
て
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

も
の
と
す
る
。

３
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
携
帯
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
処
分
通
知
等

が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
処
分
通

知
等
を
受
け
た
者
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体

に
記
録
す
る
と
と
も
に
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
か
ら
再
生

し
、
か
つ
、
当
該
処
分
通
知
等
を
行
っ
た
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
器
と
共
に
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
を
携
帯
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
等
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
処
分
通
知
等
を
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確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
返
納
そ
の
他
知
事
等
へ
の
返
還
が
求
め
ら
れ
て

い
る
処
分
通
知
等
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合

は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
た
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該

処
分
通
知
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
複
製
し
、
又
は
複
製
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

５
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
処
分
通
知
等
の
返
納
そ
の
他
知
事
等
へ
の
返
還
を
行
う

と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
処
分
通
知
等
を
受
け
た
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示

の
方
式
）

第
９
条

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
６
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
方
式

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
式
と
す
る
。

(
１
)
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力

(
２
)
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と

を
希
望
す
る
旨
の
知
事
等
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
届
出

(
３
)
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
が
定
め
る
方
式

２
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た

処
分
通
知
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
処

分
通
知
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ

た
処
分
通
知
等
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に

到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て

署
名
等
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等

で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
５
条

略

２
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
６
条
第
４
項
の
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措

置
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
処
分
通
知
等
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を

行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
当
該
処
分
通
知
等
に
添
付
す
る
措
置

と
す
る
。

５
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
第
７
条

略
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あ
る
場
合
、
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が

あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
第
１
項
の
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
場
合
に
は
、
規
則
等
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ

き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
項
中
「
行
わ
れ
た

処
分
通
知
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
（
第
５
項
の
規
定
に
よ
り

前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
と
す
る
。

３
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
６
条
第
５
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
と
す
る
。

(
１
)
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事

情
が
あ
る
と
知
事
等
が
認
め
る
場
合

(
２
)
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る

も
の
が
あ
る
と
知
事
等
が
認
め
る
場
合

４
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
処
分
通
知
等
の
う
ち
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部
分

に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
明
示
す
る
も
の
と
す

る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
の
方
法
）

第
７
条

縦
覧
等
の
う
ち
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面

等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
申
請
等
に
基
づ
く
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当

該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
1
0
条

知
事
等
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
電

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
縦
覧

等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
縦
覧
等
に
係
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
、
知
事
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
備
え
置
く
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
書
類
に
よ
り

行
わ
れ
た
縦
覧
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
よ

り
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
縦
覧

等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
の
方
法
）

第
８
条

作
成
等
の
う
ち
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面

等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
1
1
条

知
事
等
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
電

磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
成
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と

き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）

を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当

該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
作
成
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用

す
る
。

３
作
成
等
の
う
ち
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
第
５
条
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す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
場
合
に

は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は

名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
８
条
第
３
項
の
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措

置
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
が
行
わ
れ
た
情

報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
添
付
す
る
措
置
と

す
る
。

（
適
用
除
外
）

第
９
条

次
に
掲
げ
る
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
第
５
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

(
１
)
手
続
等
の
う
ち
、
申
請
等
に
係
る
事
項
に
虚
偽
が
な
い
か
ど
う
か
を
対
面
に

よ
り
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
許
可
証
そ
の
他
の
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面

等
を
事
業
所
に
備
え
付
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
手
続

等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の

（
適
用
除
外
の
手
続
等
）

第
1
2
条

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
９
条
第
１
号
の
規
則
で
定
め
る
手
続
等
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

(
１
)
申
請
等
に
係
る
事
項
に
虚
偽
が
な
い
か
ど
う
か
を
対
面
に
よ
り
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
と
知
事
等
が
認
め
る
も
の

(
２
)
許
可
証
そ
の
他
の
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
を
事
業
所
に
備
え
付
け
る
必

要
が
あ
る
と
知
事
等
が
認
め
る
も
の

(
３
)
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ

の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
知

事
等
が
認
め
る
も
の

２
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
根
拠
と
な
る
条
例

等
の
題
名
及
び
条
項
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

(
２
)
手
続
等
の
う
ち
当
該
手
続
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
第
５
条
第
１
項
、
第
６
条
第
１
項
、

第
７
条
第
１
項
又
は
前
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
も
の
を
除
く
。
）

（
添
付
書
面
等
の
省
略
）

（
添
付
書
面
等
の
省
略
）

第
1
0
条

申
請
等
を
す
る
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
規

則
等
で
定
め
る
書
面
等
で
あ
っ
て
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お

い
て
当
該
申
請
等
に
際
し
添
付
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
機
関
等
が
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
が

行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
そ
の
他
の
措
置
で

あ
っ
て
当
該
書
面
等
の
区
分
に
応
じ
規
則
等
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
直
接
に
、
又

は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
当
該
書
面
等
に
よ
り
確
認
す
べ
き
事
項
に
係

る
情
報
を
入
手
し
、
又
は
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
こ
と
を

第
1
3
条

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
1
0
条
の
規
則
で
定
め
る
書
面
等
は
、
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
1
5
年
政
令
第
2
7

号
）
第
５
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
面
等
と
し
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
1
0

条
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
面
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
1
0
条
の
規
則
で
定
め

る
書
面
等
及
び
当
該
書
面
等
の
区
分
に
応
じ
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。
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要
し
な
い
。

（
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
た
め
の
能
力
等
に
お
け
る
格
差
の
是
正
）

第
1
1
条

知
事
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
全
て

の
者
が
情
報
通
信
技
術
の
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
情
報
通
信
技
術

の
利
用
の
た
め
の
能
力
又
は
知
識
経
験
が
十
分
で
な
い
者
が
身
近
に
相
談
、
助
言
そ

の
他
の
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
、
当
該
援
助
を
行

う
者
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
の
た
め
の
施
策
そ
の
他
の
年
齢
、
身
体
的
な
条
件
、

地
理
的
な
制
約
そ
の
他
の
要
因
に
基
づ
く
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
た
め
の
能
力
又

は
利
用
の
機
会
に
お
け
る
格
差
の
是
正
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
状
況
の
公
表
）

第
1
2
条

知
事
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
県
の
機
関
等
に
係
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
規
則
等
へ
の
委
任
）

（
委
任
）

第
1
3
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
等
で
定
め
る
。

第
1
4
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
が
所
管
す
る
手
続
等
を
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行

う
場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。
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